
子ども・子育て支援における課題と国の子ども・子育て支援メニュー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【子ども・子育て支援をめぐる課題】 

・待機児童の解消 

・幼児期の学校教育･保育の質の向上 

（保育士の確保，処遇改善，資質の向上） 

・地域子ども・子育て支援事業の充実 

・放課後学童クラブの量的拡充・質的改善 

 （設置運営基準の遵守，職員の処遇改善） 

・地域子育て支援拠点事業の拡充 

・病児保育の拡充 

・利用者支援事業の実施 

・児童館・児童センターの拡充 

・ひとり親家庭への支援 

・特別な支援を要する子どもへの支援 

・負担軽減（保育料の軽減等） 

・妊娠・出産・育児の切れ目のない支援 

・ワーク・ライフ・バランス実現に向けた取組 

・関係機関の密接な連携 

・広報，周知活動の充実 

・少子化対策 

                   等 

【 国から示されている子ども・子育て支援メニュー 】 

 

 

 

 

 

 

【別添】「子ども・子育て支援新制度における量的拡充と質の改善について」 

（国の子ども・子育て会議資料「平成 26年４月 23日」） 

□ 量的拡充 

(1) 教育･保育 

・１号認定，２号認定，３号認定 

(2) 地域子ども・子育て支援事業 

・延長保育事業 

・放課後児童クラブ 

・乳児家庭全戸訪問事業 

・地域子育て支援拠点事業 

 ・一時預かり事業 

 ・病児保育事業 

 ・ファミリーサポートセンター事業 等 

 

□ 質的改善 

(1) 教育･保育 

・３歳児を中心とした職員配置の改善 

・研修の充実 

・職員の定着・確保の仕組み 

（職員給与の改善，キャリアアップの推進） 

(2) 地域子ども・子育て支援事業 

・利用者支援事業 

 ・放課後児童クラブ事業の充実 

 ・一時預かり事業の充実 

 ・病児保育の充実         等 

  

 

市の単独事業 

当日配布資料２ 


